
　育児休業等期間中の健康保険料は、負担の軽減を
はかるため、事業主からの申し出により被保険者本人
負担分および事業主負担分ともに免除されています。       
　さらに平成26年4月からは、産前産後休業期間中
の健康保険料についても、事業主からの申し出により
免除されることになりました。

産前産後の休業期間中も
保険料免除に

平成26年4月から

産前産後休業期間とは？
出産の日（出産の日が出産予定日より
遅れた場合は、出産予定日）以前42日
（多胎妊娠の場合は98日）から出産の
日後56日の間のうち仕事を休んだ期間

産前産後休業 育児休業

保険料負担 保険料負担 保険料免除

保険料免除

産前休業 産後休業

4・5・6・7月分の保険料免除

産前産後休業中 育児休業中就業中

産前産後休業を開始した日の含まれる月からその産前産後休業が
終了する日の翌日が含まれる月の前月までの期間

産前産後休業中の
健康保険料免除期間

例

●産前産後休業期間
　4月25日～8月5日

●保険料免除
　4・5・6・7月分

出産予定日6月5日、出
産日6月10日、産後休業
後引き続き育児休業を
開始する場合

出産予定日以前42日
+

出産予定日より遅れた5日
出産の日後56日

※育児休業等期間は原則1歳になる
まで、とくに必要と認められた場
合は1歳6カ月になるまで（会社の
育児休業等の制度によっては3歳
になるまで延長できます）

※平成26年４月1日の施行日
前に産前産後休業を開始し
た場合は、施行日を休業開
始日とみなします ※育児休業等期間も保険料は

免除されます

産前産後休業を開始した4/25の含まれる4月から
終了する8/5の翌日が含まれる8月の前月（7月）まで
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　産前産後休業終了後に育児休業を取得せず復職し、育児等を理由に報酬が下がった
場合は、被保険者の申し出により標準報酬月額の改定をすることができます。
※標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日が含まれる月以後の３カ月間に受けた報酬（支払基
礎日数が17日未満の月は除く）の平均額により決定し、その翌月から改定されます

※育児休業等終了後も標準報酬月額改定の特例があります

産前産後休業終了後の標準報酬月額改定の特例
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70～74歳の一部負担割合が
段階的に見直されます

平成26年4月から
70～74歳の一部負担割合が
段階的に見直されます
　平成20年度以降、70～74歳の被保険者および
被扶養者の医療費の一部負担割合については、軽減
特例措置により１割とされてきました。
　平成26年４月以降は、世代間の公平の観点から、
高齢者の生活に大きな影響が生じることがないよう、
新たに70歳になる被保険者等の一部負担割合から
段階的に法定割合の２割に見直されます。

70 ～ 74 歳の被保険者等の高額療養費算定にともなう自己負担限度額は、下表のとおりとなります。

　70～74歳の被保険者等に交付される高齢受給者証の
一部負担割合の表記が、これまでの｢２割（ただし、平成
26年３月31日までは１割）｣（現役並み所得者は３割）
から右のように変わります。
　高齢受給者証は、自己負担割合を示す大切なものです。
受診の際は、必ず健康保険証とあわせて窓口に提示しま
しょう。

● 平成26年4月1日以降に70歳に達する被保険者および被扶養者※1

⇒ 70歳に達する日の属する月の翌月以降の診療分※2から療養にかかる一部負担割合を２割に

● 平成26年3月31日以前に70歳に達した被保険者および被扶養者※3

⇒ 75歳になるまで、一部負担割合は1割に（特例措置の継続）

● 平成26年4月1日以降に70歳に達する場合
⇒ ｢２割｣
● 特例措置に該当する場合
⇒ ｢２割（75歳到達まで特例措置により１割）｣
※現役並み所得者は３割

※1　誕生日が昭和19年4月2日以降の人
※2　平成26年4月中に70歳に達する被保険者等は同年5月診療分から
※3　誕生日が昭和14年4月2日～昭和19年4月1日までの人

高齢受給者証の一部負担割合の表記が変わります

■ 70～74歳の被保険者等の一部負担割合と自己負担限度額（月額）

※直近12カ月間に3カ月以上高額療養費に該当した場合、
4カ月目以降は多数該当として、[  ] 内の額に自己負担
限度額が引き下げられる

＊1　標準報酬月額28万円以上の人が該当。ただし、年収
が高齢者複数世帯で520万円、高齢者単身世帯で383万
円に満たない場合は、健康保険組合に届け出れば一般
と同様の一部負担となる

＊2　70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人
＊3　70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一
定水準（年金収入80万円以下等）を満たす人

現役並み所得者
＊1

一　部
負  担 外来

（個人ごと）

44,400円
80,100円＋（医療費
－267,000円）×1％
［44,400円］

12,000円 44,400円

24,600円

15,000円
8,000円

世帯ごと

3 　 割

1または
2 割

一 般

自己負担限度額
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